
講演者

税理士先生への質問 → 不動産所得の経費についての質問事項がございましたら下記に記載して下さい。
質問事項の内容や数によりお答えできない場合もございますが、当日税理士先生よ
よりご回答させて頂きます。

日時・開催場所

日時：2024年6月15日（土曜日）/14時00分から16時00分/金額：無料

場所：中野区中野4-10-2 中野セントラルパークカンファレンス

申込用紙

氏名 住所

TEL FAX

メール 物件名

第10回三建研修会のお知らせ

ＦＡＸ：03-3330-5999 メール：contact@sankenfudousan.co.jp 上記申込用紙を左記連絡先までお送り下さい

※人数に限りがございます。定員になり次第申し込みを締め切らせて頂きますので、ご了承下さい。

※物件名には、当社が管理させて頂いております物件の名称をご記入下さい。

【役職】

株式会社 三建 代表取締役

【取得資格】

不動産鑑定士

宅地建物取引士

マンション管理士

ファイナンシャルプランナー

(CFP)

講演内容 → メイン論点 → 不動産所得における経費について！

2024年10月から消費税に関するインボイス制度が本格的にスタート。また、近年地価上昇

により固定資産税も増加し、不動産経営における貸主様の費用負担が圧迫されております。

このような厳しい環境の中、税金支払いを少しでも低く抑えたいと考える貸主様も少なく

ありません。税金圧縮には経費、ということで、記念すべき第10回目となる三建研修会は、

税理士先生も含めて不動産所得の経費についての内容となります。

コロナ禍でズーム開催しかできておりませんでしたが、今回は久しぶりに会場型にて行い

ます。皆様にお会いできることを楽しみにしております。

【役職】

渡邉敦税理士事務所

【取得資格】

税理士

不動産鑑定士

宅地建物取引士

質問事項 →
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